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【日程】平成３０年１１月１４日（水） 

【会場】大阪国際交流センター 小ホール 

【主催】文部科学省・大阪府教育庁 
 

 



 

平成３０年度学校安全教室推進事業交通安全教室実施要項 
 

 

１ 目 的   交通安全教育における各校の課題解決に向けて、教職員の資質と指導力の向上を図り、

各校における交通安全教育の推進に資する。 

 

２ 主 催   文部科学省・大阪府教育庁 

 

３ 日 時   平成３０年１１月１４日（水） １４：００～１７：００ 

 

４ 会 場   大阪国際交流センター 小ホール 

           大阪市天王寺区上本町８丁目２番６号 

              近鉄「大阪上本町」駅 南へ４００ｍ 

              大阪市営地下鉄谷町線・千日前線「谷町九丁目」駅 南東へ５００ｍ 

              大阪市営地下鉄谷町線「四天王寺前夕陽ケ丘」駅 北東へ５００ｍ 

 

５ 時 程 等 

時  刻 内  容 講  師  等 

13:30～14:00 受付     シミュレーター等 体験  

14:00～14:05 開会・あいさつ 大阪府教育庁  保健体育課 

14:05～15:00 講義 

「国内外事例から見た学校における 

交通安全教育の進め方」（55 分）

大阪市立大学 大学院 工学研究科

准教授  吉田 長裕

15:00～15:25 講義 

「自転車関連交通事故防止対策」（25 分） 

大阪府警察本部 交通総務課  

自転車対策室      山川 勝

15:25～15:35 休憩（10 分） シミュレーター等 体験  

15:35～16:55 講義 

「全国の指導事例から学ぶ自転車通学指導」（80 分） 

自転車の安全利用促進委員会  

遠藤 まさ子

16:55～17:00 事務連絡  

※当日は１３時半ごろから自転車シミュレーター体験・ＶＲを活用した自転車事故疑似体験もでき

ますので、希望する方は早めに来場してください。 

  

６ 対象者    

（１）府立学校の交通安全教育担当教職員 

（２）市町村教育委員会の指導主事等及び市町村立学校園の交通安全教育担当教職員 

（３）私立及び国立の学校園の交通安全教育担当教職員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＭＥＭＯ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【講義】  

「国内外事例から見た学校における 

交通安全教育の進め方」 

 
大阪市立大学 大学院 工学研究科 

准教授  吉田 長裕 
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【講義】  

「自転車関連交通事故防止対策」 

 
大阪府警本部 交通総務課 自転車対策室 

警部補   山川 勝 



平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年

発生件数 14,571 13,228 12,222 11,611 11,089
負傷者数 14,617 13,229 12,110 11,556 10,953
死者数 44 34 50 31 31
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全事故に占める自転車関連事故の割合は、全国平均が
約２割のところ、大阪は、約３割で推移

☆上位５都府県 ★下位５県

平成２０ 平成２１ 平成２２ 平成２３ 平成２４ 平成２５ 平成２６ 平成２７ 平成２８ 平成２９

件数
１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

１ 東京
２ 大阪
３ 愛知

1 大阪
２ 東京
３ 愛知

1 大阪
２ 東京
３ 愛知

1 大阪
２ 東京
３ 愛知

1 大阪
２ 東京
３ 愛知

死者
１ 愛知
２ 東京
３ 大阪

１ 愛知
２ 東京
３ 大阪

1 大阪
２ 愛知
３ 埼玉

１ 愛知
２ 埼玉
３ 大阪

1 大阪
２ 愛知
３ 埼玉

1 大阪
２ 愛知
２ 埼玉

１ 東京
２ 愛知
３ 大阪

1 大阪
２ 愛知
３ 埼玉

１ 東京
２ 埼玉
３ 大阪

１ 愛知
２ 埼玉
３ 大阪

負傷者
１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

１ 東京
２ 大阪
３ 埼玉

1 大阪
２ 東京
３ 愛知

1 大阪
２ 東京
３ 愛知

1 大阪
２ 東京
３ 愛知

1 大阪
２ 東京
３ 愛知

1 大阪
２ 東京
３ 愛知

発生件数 ４年連続ワースト！
負傷者数 ５年連続ワースト！

自転車関連事故ワースト都道府県の推移

平成３０
年
８月末

平成２９
年
８月末

対前年比 全事故に
占める割合

増減率

発生件数 7,258 7,130 ＋128 ＋1.8
32.2%
（＋１．
７％）

死者数 15人 17人 －２ -11.8 18.1%

負傷者数 7,156人 7,056人 ＋100 ＋1.4 26.6%

8月末時点で発生件数、負傷者数は、
全国ワースト２！



高校生の年代で
自転車事故が

急増！
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学校の先生方は、
大変お忙しいと思います・・・

「命」

中学生の関連する事故のうち、自転車関連事故は

約８７％

高校生の関連する事故のうち、自転車関連事故は

約６5％

（平成２7年～平成２9年）

（平成２7年～平成２9年）

年齢に応じた段階的な交通安全教育により、
自転車を安全に利用する知識・技能の取得が

非常に重要になってきます！



小学生

• 親と一緒に運転（歩道通行可能な年齢）

• 交通ルールの基本を覚える

中学生

• 行動範囲の拡大（車道通行が原則）

• 危険の予測・回避、社会的責任の認識

高校生

• 通学での利用（車道通行が原則）

• 交通事故が多発する時期

• 危険の予測・回避、社会的責任の認識

指導ポイントについて
① 自転車の正しい通行方法
② 自転車の違反行為
③ 自転車運転者講習制度
④ 自転車保険

１ 自転車は、車道が原則、歩道は例外
２ 車道は左側を通行
３ 歩道は歩行者優先で車道寄りを徐行
４ 安全ルールを守る

○飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
○夜間はライトを点灯
○交差点での信号遵守と一時停止・安全確認

５ 子どもはヘルメットを着用

道路交通法により、１３歳未満の児童や幼児を保護
する責任のある者は、児童や幼児を
自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットを
かぶらせるよう努めなければならない

［道交法第２条第１項第８号］

⇒自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

自
動
車

原
動
機
付
自
転
車

軽 車 両
ト
ロ
リ
ー
バ
ス

車 両

自

転

車

そ
り

被
牽
引
車

荷
車

牛
馬

自転車の定義

自転車は車両のなかまです。

［道交法第２条第１項第８号］

⇒自転車、荷車その他人の力もしくは動物の力により、または他の車両に

けん引されるもので、レールを必要としない車をいう。



［道交法第１７条第１項抜粋］

⇒自転車は、歩車道の区別のある道路では、車道を通行
しなければならない。

（ただし、道路外の施設や場所に出入りするためやむを得ず歩道
または路側帯を横断するときは、この限りでない。）

日本は、イギリスと同じ
左側通行の国です。

［道交法第１７条第４項、１８条第１項抜粋］

⇒自転車は、道路（車道）の中央から左側部分の左側端
に寄って通行しなければならない。

右側通行は、
危険な違反行為です！！

自転車の走行する場所
［道交法第６３条の４第１項］

⇒普通自転車は、次の場合には、歩道を通行することができる。

道路工事や駐車車両が多い等
の理由で車道通行が困難な場
合など

①歩道通行可の標識・
標示がある場合

②子供や高齢者、身体障がい者
が運転する場合

③車道又は交通の状況に照らし
通行の安全を確保するため、
やむを得ない場合

道
路
標
識

道
路
標
示

１３歳未満の子供

７０歳以上の
高齢者

中学生以上は、原則①か③に該当しなければ、
歩道通行はできません！

自転車が歩道通行できる場合

［道交法第６３条の４第２項］

⇒歩道を通行するときは、次の事項を守らなければならない。

①歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければ
なりません。

②歩行者の通行を妨げることとなるとき

は、一時停止しなければなりません。

歩道 車道 歩道でほかの自転車と行き違
うときは、速度を落としなが
ら安全な間隔を保ち、歩行者
に十分注意して、対向する自
転車を右に見ながらよけるよ
うにしましょう。
（交通の方法に関する教則）

歩道を走る時の注意点

平成２５年 平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年

自転車関連事故 14,571 13,228 12,222 11,611 11,089

自転車対歩行者事故 276 300 299 289 351
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自転車事故全体は減少しているにもかかわらず

「自転車対歩行者」の事故は 急増！



［道交法第６３条の７第１項］

⇒交差点に自転車横断帯があるときは、自転車は、その自転車横断帯を

進行しなければならない。

［道交法第７条］

［施行令第２条第５項抜粋］

⇒「歩行者・自転車専用信号機」があるときは、自転車は、その信号に

従って通行しなければならない。
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交差点横断時の注意点
［道交法第６３条の７第１項］

⇒交差点に自転車横断帯があるときは、自転車は、その自転車横断帯を

進行しなければならない。

［道交法第３４条第３項］

⇒自転車は、あらかじめその前からできる限り道路の左側端に寄って、交差点
の側端に沿って徐行しなければならない。

交差点の横断方法

自転車横断帯有り
自転車横断帯有り 自転車横断帯無し

［道交法第１７条第４項、１８条第１項抜粋］

⇒自転車は、道路（車道）の中央から左側部分の左側端
に寄って通行しなければならない。

一方通行路の注意点

「自転車を除く」という補助標識が
なければ、自転車も一方通行です。

補助標識がある場合でも道路の左
側端に寄って通行してください。

［道交法第３８条第１項］

⇒自転車は、その進路の前方の横断歩道等を横断し、または横断しようとする

歩行者等があるときは、その横断歩道等の前で一時停止し、かつ、その

歩行者等の通行を妨げないようにしなければならない。

横断歩道通行時の注意点



［道交法第６５条第１項抜粋］

⇒何人も酒気を帯びて車両等（自転車）を運転してはならない。

［道交法第１９条］

⇒自転車など軽車両は、他の車両と並進してはならない。

［道交法第５７条第２項、大阪府道路交通規則第１１条］

［道交法第５２条第１項、大阪府道路交通規則第１０条第１項］

［道交法第１９条］

⇒車両等（自転車）は、一時停止の道路標識がある交差点では、その交差点の

（停止線）の直前で一時停止しなければならない。

安全ルールを守る
みなさん！

大阪府警察のホームページを見られたこと
はありますか？
事件・事故情報をはじめとして、子供を交

通事故や犯罪から守るための、様々な情報を
掲載しています！

交通事故防止については・・・・・

大阪府警察ホームページ

交通情報

「交通情報」をクリックすると、様々な項目が出てきます。

例えば、「交通事故発生状況」のインデックスにある
「あなたのまちの交通事故発生マップ＆交通事故発生状況一覧」をクリックすると？

例えば、府警本部のある
「中央区」をクリックすると

大阪府下全体の地図が出てきます。

ここで、身近に発生した交通事故
発生状況を確認していただけます。

このように、中央区で発生した事故の発生
場所が、地図上に記載されています。



ホームページの活用以外にも・・・・

○ 視聴覚教材（ＤＶＤ）等の活用
(大阪府交通安全協会が貸出ししています。)

○ 交通安全テスト、パワーポイント資料の活用

など、様々な方法があります。

○ 問題 ○ 解答・解説

※ 小学生から高校生までに対応した問題を
平成30年1月号から毎月掲載していま

す。

【交通安全テスト】

毎月、関係機関を通じて配信しているものです。
大阪府警察ホームページからも、ご覧いただけます。

【中高生のための自転車の交通事故防止2018】

年２回、大阪府教育庁等を通じて配信しているものです。
大阪府警察ホームページからも、ダウンロードしていただけます。

①自転車関連事故発生状況について

②自転車の通行方法について

③自転車運転者講習制度について

④自転車保険の加入について

主な内容



一定の危険な違反行為

違反として検挙

交通事故

3
年
以
内
に
２
回
以
上

講習時間
３時間

講習手数料
6,000円

講
習
の
受
講
命
令

※ 命令に従わない場合

公
安
委
員
会

受講命令違反
５万円以下
の罰金

赤信号は
必ず止まる！

高架道路や
アンダーパスでは、
標識を確認して！

商店街等では、
歩行者に注意

自転車は車道の左側を通行！

左側の路側帯は通行することが
できますが……
歩行者の通行を
妨げてはいけません！

路側帯

×

もし右側の路側帯を
通行すると・・・！

交通ルールを守って
走ってくる自転車と

正面衝突する可能性が！！

○

駐停車禁止路側帯

実線と破線の駐停車禁止路側帯
も左側であれば通行することが
出来ますが、歩行者の通行を妨
げてはいけません！

歩行者用路側帯

○
実線２本の路側帯の中は
自転車は通行できません！

○



交差点では安全な速度で
方法で進行し、安全確認
をしっかりとしましょう。

踏切への無謀な進入は
大事故を招きます！

交差点で右折する時
には、直進、左折車に
気を付けて！

交差点では一回止まって、
しっかりと安全確認を！

歩道は、歩行者優先！ ブレーキのない自転車
に乗ってはいけません！

自転車でも飲酒運転
はだめです！！

●携帯電話を使用しながら・・・

●音楽を聴きながら・・・

●傘を差しながら・・・

これらの違反行為で事故を起こした場合、
安全運転義務違反に問われることがあります！

●夜間、ライトをつけずに・・・
中・高校生４人が、講習対象者に！！

大阪では、16,000人以上（平成２７年６月～平成３０年9月末）

自転車の違反で検挙されたり、
違反行為を伴った事故を起こしています。

年 齢 男 性 女 性 合 計

１４ 歳 ５８ １２ ７０

１５ 歳 １６６ ６７ ２３３

１６ 歳 ２３０ １２７ ３５７

１７ 歳 ２３８ １３５ ３７３

１８ 歳 ２７８ １１０ ３８８

合 計（件） ９７０ ４５１ 1,421

危険な違反行為をして登録されている件数



坂道を下ってきた小学５年生の自転車が歩行中の６２歳女性と衝突。
女性は意識不明。

神戸地裁（２０１３年７月） ９５２０万円

信号を無視した３７歳男性の自転車が横断歩道を歩行中の５５歳女性
と衝突。女性は死亡。

東京地裁（２００７年４月） ５４３８万円

歩道上で無灯火の１５歳少年の自転車が歩行中の６２歳男性と正面
衝突。男性は死亡。

大阪地裁（２００７年７月） ３０００万円

６０歳男性の自転車が安全確認をせずに渋滞の切れ目から道路を横断。
その自転車を避けようとしたタンクローリーが歩道に乗り上げ男性２人と
衝突。男性２人は死亡。自転車が死亡事故を誘発したとして実刑判決。

大阪地裁（２０１１年１１月） 禁錮２年

相手の人を死亡させるような
大きな事故は、起こさないよ。

事例２：路側帯を自転車で走行中に、脇見運転をし、歩行者に追突して
負傷させた。

損害賠償：約２７０万円（平成23年８月：大阪高裁判決）

自転車利用者も加害者になり得ます！

事例１：友人たちと２列になって歩道を走行中、立ち止まって携帯電話
中の歩行者に追突して、負傷させた。

損害賠償：約５５万円（平成15年９月：千葉地裁判決）



自転車は手軽に乗れる、
とても便利な乗り物です。

しかし、ひとたび事故を起こせば、
被害者にも、被疑者にもなり得ます。

自転車に乗るときは
「車両の運転者」

になるということを、しっかりと
指導してあげてください。
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【講義】  

「全国の指導事例から学ぶ自転車通学指導」 

 
自転車の安全利用促進委員会 

遠藤 まさ子 



⾃転⾞の安全利⽤促進委員会
遠藤 まさ⼦

全国の指導事例から学ぶ
⾃転⾞通学指導 ⾃転⾞の安全利⽤促進委員会について

2

⾃転⾞の安全利⽤促進委員会では、利⽤者の⽅々に安全安⼼で快適な⾃転⾞⽣活を送って頂くため、
⾃転⾞の購⼊時に知っておくべき安全安⼼な⾃転⾞の選び⽅から購⼊後のメンテナンス、正しい
ルール・マナーといった⾃転⾞の利⽤⽅法、そして⽇々の⼼がけの⼤切さを啓発し、安全安⼼な⾃
転⾞利⽤に関する様々な情報発信を⾏うことで⾃転⾞が関連する社会問題を減少させることを⽬的
として活動している団体です。
本委員会では、各分野の研究者らの知⾒を結集し、相互の意⾒交換を頻繁に⾏うことで、最新動向
の共有をおこなっています。本委員会にて集積・開発した内容については、随時皆様へも情報をお
届けしてまいります。

info@jitensha‐anzen.comhttp://jitensha‐anzen.com/

3

⾃⼰紹介

⾃転⾞ジャーナリスト
遠藤 まさ⼦ (えんどう・まさこ)
⾃転⾞業界新聞の記者や⾃転⾞専⾨誌の編集などを経てフリーラン
スへ転向。⾃転⾞・育児 ⽤品を中⼼に取材を⾏い、各誌に寄稿し
ている。テレビ・新聞・雑誌などの各種メディアでコメンテーター
として登場する機会も多い。

●TVや雑誌、講演会 等でアドバイスもしています︕

NHK あさイチTBS あさチャン



中⾼⽣の⾃転⾞事故の状況（全国）

中⾼⽣の⾃転⾞事故の状況（全国）

5

学⽣の賠償責任の保険⾦⽀払い割合は
⾃転⾞事故が最も多い︕

⼩中⾼校⽣向け保険商品の2016年4⽉〜2017年3⽉⽀払い実績
AIG損害保険株式会社より

60287

11950

5417

4961
4627

2384

通院

傷害医療費⽤

個⼈賠償責任

⼊院

疾病

1911

400

3106

⾃転⾞事故 運動中の事故 ⽇常⽣活での

その他事故

6

中⾼⽣は加害者になる率が⾮常に⾼い︕
中⾼⽣の⾃転⾞事故の状況（全国）

7

⼀歩間違うと
⼤事故になってしまうことも……

⾃転⾞は「乗りも
の」。

安全に⾛り、⽌まれなければ
事故に遭う/起こす危険が⾼まります。

⾃転⾞とは・・・・・・



若者が加害者側となった⾃転⾞事故

2017年12⽉ 神奈川県川崎市で発⽣した事故

若者が加害者側となった⾃転⾞事故

上り坂もすいすい⾛⾏できる電動アシスト⾃転⾞。
しっかりブレーキをかけられる状態で運転していますか︖

被害者⼥性は頭を強く打って死亡。。。

10

若者が加害者側となった⾃転⾞事故

2008年９⽉ 兵庫県神⼾市で発⽣した事故

当時⼩学⽣男⼦は坂道を時速20㎞
で⾛っていました。
この速さどれくらいだと思いますか︖
みなさんの⾃転⾞はしっかり⽌まれますか︖

被害者⼥性は頭を
強く打って現在も意識不明
加害者側には9,520万
円の賠償⾦が。。。

11

賠償⾦⽀払い命令が出ると、⼈⽣はどう変わる︖

⾼卒での⽣涯賃⾦は、平均2億3000万円
＝42年間働いたとして、平均年収は547万円（額⾯）

故意や重過失による、⽣命や⾝体を害する
不法⾏為に基づく損害賠償請求は

「⾮免責債権」
⾃⼰破産しても免責されない、

銀⾏⼝座差し押さえ、凍結の可能性が……
働き先や⽣活の選択が狭まる

＝⾃由が失われる



どうして事故が起きる︖

・不注意（意識）
・⾃転⾞の不具合
（意識×構造・機能）
・⾛⾏環境
（構造・天候など）

12

中⾼⽣の⾃転⾞事故事例

中⾼⽣の⾃転⾞事故 事例①

14

無灯⽕の危険性に加え
乗⾞前チェックの重要性を教える必要︕

発⽣⽇時︓2018年5⽉中旬 22時頃
被害状況︓⾃損・顔⾯⾜にケガ
事故概要︓無灯⽕で坂を下っている最中に

ライトを点灯しようとして
バランスを崩し、フェンスに激突。
⾼さ3mの崖から転落しないよう
フェンスにしがみついているところを
他の⽣徒に助けられ、救急搬送。

事後対応︓フェンスの持ち主への謝罪
安全運転の指導

無灯⽕が原因の事故例
（無灯⽕＋下り坂）

中⾼⽣の⾃転⾞事故 事例②

15

現場検証をしていないと
保険適⽤外になることも︕

発⽣⽇時︓2018年4⽉下旬 8時頃
被害状況︓⼿⾜の外傷（本⼈）、

対歩⾏者は不明
事故概要︓側道⾛⾏中、側道中央付近に

⼥性と⼦どもがいたため
左側へハンドルを切ったところ
⼦どもがその⽅向へ⾶び出してきた。
さらにそれを避けようと左へハンドルを切って転倒。
警察には届けず、相⼿の⺟親と⾃分の連絡先を交換し
その場を去った。

事後対応︓軽微な事故でも警察に現場検証してもらうよう全校指導。

前⽅不注意が原因の事故例
（前⽅不注意＋無届け）



中⾼⽣の⾃転⾞事故 事例③

16

中⾼⽣に多い“⾃転⾞の不具合”
⾃損でも警察への届け出を︕

発⽣⽇時︓2018年5⽉下旬 7時30分頃
被害状況︓脳震盪および外傷（1週間ほど⽋席）
事故概要︓坂道を下っている最中にチェーンが

外れてペダルを踏み外し、転倒。
胸部をハンドルにぶつけ、転倒時に
頭部も打ってフラフラしていて
通⾏⼈が救急⾞を呼んだ。

事後対応︓登下校時の安全と整備について指導。
⾃転⾞の安全運転については他の⽣徒に対しても指導。

⾃転⾞の不具合が原因の事故例
（チェーン外れで⾃損）

どのような指導が求められるのでしょうか︖

18

10⽉︓⽇の⼊りが早まり
周囲が暗くなる

5・6⽉︓慣れによる油断

学年別・⽉別事故発⽣件数

⾃転⾞の安全利⽤促進委員会調べ（2015年）

5・6⽉と10⽉が最も事故が多い
＜5-6⽉・春＞

⾃転⾞通学への慣れや気のゆるみによる
油断、不注意で事故が増加

＜10⽉・秋＞
⽇の⼊りが早くなり通学路が暗くなる
視界の悪さや不注意等で事故が増加

19

春と秋に事故が多い理由



20

① 基本的な交通ルール・マナーの定着
② 通学路の危険地点の把握・再認識
③ 運転技術の向上
④ しっかりとしたメンテナンス
⑤ 購⼊時に事故が起きにくい⾃転⾞を選ぶ

指導point

⾃転⾞通学指導のポイント

事故が増加するタイミングを把握し
意識付けをする指導を⾏うことが⼤事

21

① 基本的な交通ルール・マナーの定着
② 通学路の危険地点の把握・再認識
③ 運転技術の向上
④ しっかりとしたメンテナンス
⑤ 購⼊時に事故が起きにくい⾃転⾞を選ぶ

指導point

⾃転⾞通学指導のポイント

事故が増加するタイミングを把握し
意識付けをする指導を⾏うことが⼤事

ソフト⾯

ハード⾯

全国の⾃転⾞通学指導事例
（ソフト⾯）

23

スケアードストレイトの導⼊例（⼤阪府鶴⾒区役所）

https://www.youtube.com/watch?v=TZ3PwmKxCRw&feature=youtu.be⼤阪府鶴⾒区役所 Youtubeより︓



24

参考 無料配布されている安全教育動画（JAF）

http://movie.jaf.or.jp/details/77.html?_ga=2.73330448.2004925495.1539938806-605635520.1539938806JAF CHANNELより︓ 25

⾃転⾞通学指導事例（ソフト⾯）

⾃転⾞運転免許証の発⾏
⾃転⾞免許発⾏のための筆記＆実技試験を⾃動⾞学校と共同で開催。
⾃転⾞も⾞と同じ⾞両であることを認識し、責任を持つよう指導。

実技試験（１班30分間）
⾃動⾞学校へ移動し、学校内の道路などを使⽤して試験。試験は1⼈あたり
約2分間、10秒間隔でスタートする。

26

参考 無料配布されている安全教育動画（JA共済）

http://social.ja-kyosai.or.jp/contribution/safety/movie/movie_bicycle_development.htmlJA共催HPより︓ 27

筆記試験（50分間）

正しいものには○、誤っているものには×をつけて回答。7割正答で合格と
し、合格するまで何度も受験する。

Q ⾃転⾞は、道路の端であればどこを
⾛ってもよい。

Q 歩⾏者⽤路側帯（⽩⾊実線が2本）
は⾃転⾞で通⾏することはできない。

Q ⾃転⾞で⾛⾏中、交差点を右折する
ときは⾞と同じ様に右折してもよい。

Q「⾃転⾞歩道通⾏可」の標識がある場合、歩⾏者
が前にいて危ないと感じたら、ベルを鳴らして歩
⾏者に注意を促さなければならない。

⾃転⾞通学指導事例（ソフト⾯）



28

⾃転⾞安全マップの活⽤
学校周辺の事故の多いエリアを把握し、交通安全マップを作成。
通学路が複数ある場合はより安全なルートを“推奨ルート”とすることで
事故を未然に防いでいる。

【実施⽬的】
事故の多いエリアを知ることで事故を未然に防ぐこと。また、通学路が複数ある場合
は「推奨ルート」を⼀つ決めることで、効率的に安全指導しやすい環境を作っている。

【効果・成果】
⽐較的安全な道を推奨ルートとすることで、事故が減少。
また、⾞からの視点を知ることにより、⼀時停⽌などを遂⾏する⽣徒の増加。

⾃転⾞通学指導事例（ソフト⾯）

29

⾃転⾞ハザードマップの参考（府全体）

30

⾃転⾞ハザードマップの参考（地域別マップ）

31

⾃転⾞事故公判 模擬裁判
地⽅裁判所の裁判官に協⼒いただき、⽣徒たちに⾃分⾃⾝が加害者に
なる⾃転⾞事故があることを気づかせることに成功。

【実施⽬的】
なかなか加害者意識を持ちにくい⽣徒に対して、裁判のリアルな雰囲気を通して、
⾃転⾞も⾞両であり、⼈の命を奪いかねないことを訴求するために実施。

【効果・成果】
実感値ではあるが、⽣徒の無謀な運転が減少。

【実施体制】
地⽅裁判所裁判官・事務担当者他（弁護⼠協会からの弁護⼠派遣の実績も有）

⾃転⾞通学指導事例（ソフト⾯）



32

参考 無料配布されている安全教育動画（仙台市）

https://www.youtube.com/watch?v=LKlC-kfihNM仙台市Youtubeより︓

全国の⾃転⾞通学指導事例
（ハード⾯）

通学指導内容は「道交法の規定遵守」が最も多い

通学時の⾃転⾞事故 被害者・加害者を減らすためのアンケート調査
回答者︓学校教諭 (中学、⾼校計150校）

34

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由

学校での
定期メンテナンス奨励は

28.6％だけ
通学時の⾃転⾞事故 被害者・加害者を減らすためのアンケート調査 N=514校

（2016年 ⾃転⾞の安全利⽤促進委員会調査）

35

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由



36出典︓独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構 ⾃転⾞による製品事故の防⽌（注意喚起）

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由

⾃転⾞の製品破損などによる事故件数は、減少傾向ながら
平成24年度から28年度までに計348件発⽣︕

37出典︓独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構 ⾃転⾞による製品事故の防⽌（注意喚起）

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由

⾃転⾞の製品破損などによる事故件数は、減少傾向ながら
平成24年度から28年度までに計348件発⽣︕

38出典︓独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構 ⾃転⾞による製品事故の防⽌（注意喚起）

電動アシスト⾞の事故が増えている

電動アシスト⾃転⾞の事故は
スポーツ⾞に並ぶほど多い

39出典︓独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構 ⾃転⾞による製品事故の防⽌（注意喚起）

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由

10代の⾃転⾞事故、
前輪ロックとチェーン外れに要注意︕



40出典︓独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構 ⾃転⾞による製品事故の防⽌（注意喚起）

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由

転倒理由の⼀⼤要因「前輪ロック」

41出典︓独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構 ⾃転⾞による製品事故の防⽌（注意喚起）

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由

チェーンは伸びる︕ そして外れる︕

⾃転⾞メンテナンスのポイント

42

⾃転⾞点検の合⾔葉「ぶたはしゃべる」
乗⾞する前に、⾃分の⾃転⾞をチェックする
ことを習慣にしましょう︕「ぶたはしゃべる」と
⾔いながら⾏うと簡単です。

タイヤ

⾞体
（フレーム・ハンドル・
サドル・チェーン）

ベル

反射材（リフレクタ）

ブレーキ

は

ぶ
た

しゃ

べる

◎⾃転⾞全体を⾒ることで発⾒できる異常も多いので、乾いた布で表⾯についた泥やほこ
りを拭きとりながら、変わったところがないかチェックしましょう。

◎異常を感じたら⾃転⾞店で整備してもらいましょう。

ライトは明るく
点灯するか

⾞輪の取付ナット等
にゆるみはないか

ペダルにがたつきや
ゆがみはないか

※⾃転⾞の安⼼・安全BOOKより抜粋 43

参考 無料配布されている安全教育動画（JA共済）

http://social.ja-kyosai.or.jp/contribution/safety/movie/movie_bicycle_development.htmlJA共催HPより︓



定期的なメンテナンスは⼤切です

・タイヤに空気を⼊れる
・異⾳がしたら⾃転⾞店で⾒てもらう

これだけでも安全性は⾼まります!

44

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由

45

メンテナンスの違い〜ブレーキ性能⽐較実験〜

メンテナンスしている⾃転⾞としていない⾃転⾞の⽐較
〜ブレーキのメンテナンスの差〜

46

メンテナンスの違い〜リフレクタ性能⽐較実験〜

メンテナンスしている⾃転⾞としていない⾃転⾞の⽐較
〜リフレクタ（反射板）の差〜

47
定期メンテナンスしている⾃転⾞ ︓タイヤの空気圧 460キロパスカル（4,7kgf/㎝²）
定期メンテナンスしていない⾃転⾞︓タイヤの空気圧 200キロパスカル（2kgf/㎝²）

初速度13km/hに達した後、S字カーブ（２４メートル）を漕がずに⾛⾏した際のタイムの⽐較
(26インチ⾞輪シングル軽快⾞)

定期メンテナンスしている⾃転⾞
6.1秒

定期メンテナンスしていない⾃転⾞
10.9秒

タイヤの空気圧が低いと……
ペダルが重くなる
スピードが出ない

ブレーキの効きも悪くなる
ハンドルも重くなる

メンテナンスの違い〜タイヤ空気圧⽐較実験〜



48

メンテナンスの違い〜タイヤ空気圧⽐較実験〜

メンテナンスしている⾃転⾞としていない⾃転⾞の⽐較
〜タイヤ空気圧の差〜

⾃転⾞通学指導で
⾒落としがちなポイント
（⾃転⾞⾞体について）

50出典︓独⽴⾏政法⼈製品評価技術基盤機構 ⾃転⾞による製品事故の防⽌（注意喚起）

メンテナンス以前に、⾞体性能も重要

⾃転⾞の不具合による事故は
新品でも起こり得る︕

⽇本には強制⼒のある⾃転⾞の安全基準が存在しない

イギリス

⽇本

アメリカ

フランス

強制⼒のある安全基準
クリアしない商品は販売を禁⽌されている

強制⼒のある安全基準
クリアしない商品は販売を禁⽌されている

強制⼒のある安全基準
クリアしない商品は販売を禁⽌されている

⾃転⾞の安全性は
製造事業者や販売業者の良識に⼀任

51

⾞体購⼊への対策が必要な理由



52

きちんと
修理できる⾃転⾞か︖

53

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由

社会的な交通⼿段としての⾃転⾞の役割拡⼤に向け、
「⾃転⾞活⽤推進法」が2017年5⽉1⽇に施⾏となりました。
本法は、国として初めて⾃転⾞政策全般の基本的な⽅向性を定めた重点施策として「15項⽬」を列挙。
その中に、「⾼い安全性を備えた良質な⾃転⾞の供給体制の整備」という項⽬が記載されています。

⾃転⾞活⽤推進法が2017年5⽉1⽇に施⾏︕

⾃転⾞活⽤推進法と関連した⾃転⾞協会の「BAAマーク」
「⾃転⾞活⽤推進法」のベースになっている「交通政策基本計画」（閣議決定）では、
「BAAマーク制度（⼀般社団法⼈ ⾃転⾞協会）」の普及などの取組促進が明記されています。

「⾃転⾞活⽤推進法」

２０１７年
５⽉１⽇施⾏

約90項⽬の厳しい検査基準をク
リアした⾃転⾞に「安全・安⼼で
環境にやさしい⾃転⾞の証」とし
て貼付（⾃転⾞協会）

BAAマーク
第８条 １項５号
⾼い安全性を備えた良質な
⾃転⾞の供給体制の整備

⾃転⾞の利⽤環境を創出するた
め、安全確保施策と連携しつつ、〜
（中略）〜
各種マーク制度（BAAマーク、
SBAA マーク等）の普及など、
⾃転⾞の活⽤に向けた取組を推進
する。

「交通政策基本計画」

事故が起きにくい⾃転⾞を選ぶために〜⾃転⾞に貼付される安全マーク〜

54

BAAマーク TSマーク

購⼊時に確認
安全基準を満たされた⾃転⾞
のみに、貼付けされるマー
ク。
90項⽬以上の厳しい検査に合
格した⾃転⾞のみ、BAAマー
クが認定されている。

点検時に確認
安全整備⼠により、点検・整備を
受けたことを⽰すマーク。⾚・⻘２
種類TSマークがあり、傷害保険と
賠償責任保険が付いている。有
効期限は1年のため、1年ごとに
プロに点検を。

⾃転⾞事故を起こさないための対策とは︖

●⾃転⾞の良い状態を保つ

●事故が起きにくい⾃転⾞を選ぶ

55

メンテナンス（ハード⾯）の対策が必要な理由

そもそも修理不可能なほど、
粗悪な作りの⾃転⾞も出回っています。



56

・⼊学前の説明会時などに保護者へ交通安全を意識させる
・⾃転⾞のルールやメンテナンスの重要性を再確認する

新学期に、⾃転⾞通学のマナーや推奨⾃転⾞について確認。

指導point

※配布資料内あり（マニュアル集P27〜P30）

⾃転⾞通学指導事例（ハード⾯）

57

実際に⾃転⾞のハード⾯から、
⾃転⾞通学指導に⼒を⼊れている学校を紹介します

⾃転⾞安全整備⼠による点検・整備を⾃転⾞通学の条件
としており、毎年⾃転⾞安全整備店の協⼒を得て、⾃転⾞
通学⽣徒全員の⾃転⾞の整備・点検を実施しています。

私⽴英明⾼等学校（⾹川県）の事例

58

出典︓私⽴英明⾼等学校

⾃転⾞通学指導事例（ハード⾯）

59

⾃転⾞点検の実施
⽣徒指導部の教員がメンテナンスが必要な⾃転⾞を点検。
点検を通して⾛⾏の仕⽅も指導。交流のきっかけにも。

【実施⽬的】
安全な⾃転⾞に乗ることで、事故を未然に防ぐ。
破損の状況などから、⾃転⾞の乗り⽅指導なども⾏う。

【効果・成果】
⽣徒がメンテナンスを意識することができ、常に安全な⾃転⾞で⾛⾏する
ようになった。他学年の⽣徒とのコミュニケーションのきっかけにも。

【実施体制】
⽣徒指導部の教員役5名で、授業の無い時間にローテーションで実施。

※写真はイメージです

⾃転⾞通学指導事例（ハード⾯）



60

安全に⾛⾏できるBAAマーク付き⾃転⾞を義務化
⽣徒指導規程の中に安全基準適合⾞（BAAマーク付き⾃転⾞）を通学⽤
⾃転⾞選びとして義務化。事故や不具合を未然に防いでいる。

【実施⽬的】
安全な⾃転⾞を義務化することで、事故を未然に防ぐ。⾃転⾞も⾞の
仲間であり、製品に不具合があれば事故を起こすことを認識させる。

【効果・成果】
製品不良による事故は今まで起こっていない。

【実施体制】
⽣徒指導規程の項⽬にBAAマーク付き⾃転⾞で通学するように義務化している。

※画像出典︓アノサイクルHP※写真はイメージです

⾃転⾞通学指導事例（ハード⾯）

⾃転⾞の安全利⽤促進委員会
⾃転⾞通学指導セミナー
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